
国道１５３号 伊勢神地区防災検討会（第4回）

令和８年 １月23日
国道１５３号 伊勢神地区防災検討会 事務局

資料－１
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１．検討会の目的と流れ
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【凡例】

：要対策箇所（未対策）

■事業区間の状況
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■事業箇所の位置図○国道１５３号伊勢神地区（豊田市明川町～小田木町）について、
伊勢神地区の異常気象時通行規制区間の緩和・解除に向けた整備
方針を検討するにあたり、専門的な観点から指導・助言を行う
ことを目的とする。

○伊勢神改良区間及び東部区間において、防災上の安全性を向上さ
せるための整備方針の検討を行う。

○線形不良による交通課題が残る東部区間については、課題解消に
向けた検討を行う。

豊
田
市
明
川
町

豊
田
市
小
田
木
町

あすがわちょう おたぎちょう



２．これまでの検討会の内容

○現況斜面に分布する潜在的な課題箇所を漏れなく把握するため「ＬＰ調査」を実施。航空レーザ測量データによる微地
形表現図を用いた微地形判読を実施。抽出した課題箇所の現地調査、学識者等による現地診断を実施し対策の要否を判
定した。その結果、要対策箇所が新規に1箇所追加された。

○事前通行規制区間内には、未対策の要対策箇所が5箇所存在するが、伊勢神改良（トンネル施工）により、３箇所は迂
回可能となる。

○規制雨量の緩和・解除に向けて、計２箇所の対策工施工が必要となる。

現地調査

通行規制雨量の緩和・解除

規制基準雨量の経験

潜在的な課題箇所の抽出
（ＬＰ調査による危険性評価）

対策不要

対策必要

学識者等の見解

第３回検討会

防災対策の実施・完了

・対策完了後の現地確認
・対策工事の効果確認
・安全性についての判断

・規制基準以上の雨量を経験し対策
の効果及び安全性に対する審議

・管理方法の確認

学識者等の見解

学識者等の見解

対
策
完
了
後
の
現
地
確
認

効
果
確
認
・安
全
性
の
判
断

防災対策の検討
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3.対策概要３．異常気象時通行規制区間の緩和・解除に向けた対応フロー
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○東部区間の要対策箇所（２箇所）は、伊勢神改良の進捗状況を踏まえ早期に対策を完了させる。

○要対策箇所の対策完了後、連続150㎜以上の雨を経験して無災害であることが確認された場合、経験した降雨に応じて
規制雨量の見直しを行う。

○東部区間の線形不良箇所（６箇所）は、長期的な課題箇所として課題解消を検討。

線形不良箇所（6箇所）

線形改良の検討

短期的対策

長期的対策

対応方針(案)

防災点検要対策箇所（2箇所）

対策工法検討

異常気象時通行規制雨量の見直し

対策工施工

連続150㎜以上の降雨を経験し無災害

伊勢神改良

トンネル工事

開通



４．要対策箇所の概要

○令和元年のＬＰ調査によって潜在的な課題箇所として抽出された北向きの自然斜面である。

○斜面中腹部の国道に近い位置に崩壊跡があり、一部オーバーハングするなど不安定な状態にある。

○令和２年度の防災ドクター診断において、降雨や地震による崩壊地の拡大や急崖の崩落により崩土や倒木が国道に至る可能性があることか
ら、「要対策」と評価いただいた。（第３回検討会にて報告・確認済み）

〇令和３年のカルテ点検開始以降、崩壊の拡大は認められていない。

■55.07kp付近 上り車線の斜面
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＜地形地質概要＞

・分布する地質は、「武節花崗岩」と
なる。花崗岩は風化で強度低下しや
すい特徴を持つ。

・対象法面は風化進行により、表層に
土砂(N＝4程度)が厚さ約3-4m分布す
る。

・確認される崩壊跡は土砂層で確認さ
れ、今後も同様の崩壊が発生する可
能性がある。

・終点側の沢地形内で確認される崩壊
跡も滑落崖1.5m程度を有するため、
同程度の崩壊と推定される。

要対策箇所（55.07kp付近）
NG-T0153-Y0550229

A地区
B地区



４．要対策箇所の概要

○平成１２年の東海豪雨の際に、土石流の発生に伴い国道への土砂流出が発生した箇所である。

○沢の末端に湧水が認められるものの、沢の上流側に流水はほとんど認められず、「無流水渓流」に分類される。

○集水面積は極めて小さいが、渓床には渓床堆積物が50㎝程度の厚さで堆積する。

○令和２年度国道１５３号伊勢神防災検討会にて上記の災害履歴を報告し、「要対策」と評価いただいた。（第１回検
討会にて報告・確認済み）

○平成１４年のカルテ点検開始以降、令和６年度まで変化は認められていない。

■55.635kp付近 上り車線の沢（カルテ番号：T153E100）

P1 沢の出口の状況
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P2 下流側の沢内状況

P3 上流側の沢内状況

赤色立体図

渓床堆積土砂
調査地点➀

渓床堆積土砂
調査地点②

渓流長約２３０m

至名古屋

至飯田

要対策箇所（55.635kp付近）
T153E100
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５．伊勢神改良の事業進捗
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異常気象時通行規制区間（連続雨量　150mm）延長7.4km
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関係機関協議、水文調査、
道路詳細設計、改良工、

トンネル工

至
　
飯
田

○事業概要（国道１５３号伊勢神改良）

起 終 点： 自 ：愛知県豊田市明川町

至 ：愛知県豊田市小田木町

幅員 ：８．０m（７．５ｍ)

道路規格 ：第３種第２級

設計速度 ：６０ｋｍ/ｈ
事業化 ：平成２４年度
用地着手 ：平成２５年度
工事着手 ：平成２６年度
全体事業費 ：１６７億円

と よ た あ す が わ

と よ た お た ぎ

○事業目的

一般国道１５３号伊勢神改良は、危険性が高い
現道１５３号の落石崩壊等の対策及び高さ制限
の現道トンネルの対策を目的に計画された局部
改良事業

標準横断図

○計画概要

【単位：mm】

国道41号

凡　　　　　　　　　例

開  　　通　  　済

事　　　業　　　中

位置図・平面図

静岡県

岐阜県

愛知県

三重県

伊勢神改良

長野県
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○工事進捗（国道１５３号伊勢神改良）
至 飯田

至

名
古
屋

凡 例

153153

掘削方向

覆工
1,204.9ｍ
（63%）

(R7.12末時点)

掘削
1,813.0m
（95%）

(R7.12末時点)

至

飯
田

至

名
古
屋

（仮称）新伊勢神トンネル L=1,900ｍR7.10撮影
R7.10撮影

花崗閃緑岩

片麻岩

断層破砕帯
（追加調査で確認）

断層破砕帯
（弾性波探査等による推定）

R7.2撮影R7.9撮影R7.10撮影

鏡面状況（測点No.49+12付近） 長尺鋼管先受け工 施工状況 先進ボーリング 施工状況

１

１2

１2１
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関係機関協議、水文調査、
道路詳細設計、改良工、

トンネル工

至
　
飯
田

○事業費の見直し（国道１５３号伊勢神改良）

■位置図

増額箇所①、②

凡　　　　　　　　　例

開  　　通　  　済

事　　　業　　　中

伊勢神改良の増額理由は下記2点であり、増額理由①～②はトンネル工事に関するものである。
①トンネル支保パターンの変更および補助工法の追加 ・・・・ ６０億円増
②物価上昇による資機材及び労務単価の増加 ・・・・ ２４億円増

－9－



増額事業費増額の要因

６０億円

①トンネル支保パターンの変更および補助工法の追加

・当初設計段階では、地質調査結果や既往文献、隣接トンネル実績を踏まえ、花崗閃緑岩、片麻岩主体の硬質な岩盤が出現すると

想定し、トンネル支保パターンを設計していた。

・トンネル掘削を進め、追加ボーリング調査を行った結果、一部区間で断層破砕帯を確認。

・このため、新伊勢神トンネルについては支保パターンの変更と補助工法の追加が必要となった。

２４億円

②物価上昇による資機材及び労務単価の増加

・原材料費及びエネルギ－コストの世界的な高騰、またコロナ渦から世界経済の回復に伴う需要拡大によって、令和4年時点に比べ

て建設資材や労務単価が上昇している。

・建設資材価格はR4.4を基準とした場合、コンクリートやロックボルトなどの主要資材の価格が1.09～1.28倍となっている。

・労務単価についても、令和4年度から1.09～1.16倍増加している。

・主に建設資材価格の上昇の影響を受け、改良、トンネル等の工事費の増加が必要となった。

８４億円合計

①トンネル支保パターンの変更および補助工法の追加
②物価上昇による資機材及び労務単価の増加

・・・・・・・・ 合計８４億円増

○事業費の見直し（国道１５３号伊勢神改良）

－10－



■当初設計段階では、地質調査結果や既往文献、隣接トンネル実績を踏まえ、花崗閃緑岩、片麻岩主体の硬質な岩盤が出現すると想定し、トンネル

支保パターンを設計していた。

■トンネル掘削を進め、追加ボーリング調査を行った結果、一部区間で断層破砕帯を確認。

■このため、新伊勢神トンネルについては支保パターンの変更と補助工法の追加が必要となった。

■地質縦断図（新伊勢神トンネル）

① トンネル支保パターンの変更および補助工法の追加 ・・・・ ＋６０億円

凡 例 花崗閃緑岩

片麻岩

断層破砕帯
（追加調査で確認）
断層破砕帯
（弾性波探査等による推定）

○事業費の見直し（国道１５３号伊勢神改良）

■支保パターンの変更

〈変更〉追加ボーリング調査結果より支保パターンを変更

■補助工法の追加
当初

〈変更〉断層破砕帯が確認された区間に切羽安定のための補助工法（長尺鋼管先受け工、鏡ボルト、鏡吹付コンクリート）を追加

R3 No5 孔

当初

変更

■掘削補助工法

当初： パターンCⅡ 変更： パターンDⅢ-F③-ｓ

(主な構造)
・吹付コンクリート t＝100

・覆工
アーチ t＝300

・鋼アーチ支保工
H＝125×125×6.5×9

目的補助工法

長尺鋼管先受け工

鏡ボルト
鏡吹付コンクリート

長尺鋼管先受け工 トンネル天端 安定対策

鏡ボルト 切羽安定対策

鏡吹付コンクリート

■増額内訳

増額工種

４７億円支保パターン変更

１３億円補助工法の追加

切羽からの土砂流出剥落対策

(主な構造)
・吹付コンクリート t＝25０

・覆工
アーチ t＝35０

インバート t＝250

・鋼アーチ支保工
H＝200×200×8×12

・インバートストラット
H＝200×200×8×12

変更 330.8m 206.6ｍ 26.6ｍ 49.2m

亀裂が発達して落石、天端崩壊、切羽自立が困難
膨張性の粘土鉱物が存在している

R3.No5孔（20.0m～30.0m）

トンネル上部・トンネル本体部
の地質が脆い

トンネル

14.4ｍ
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0.95
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1.15

1.20

1.25

1.30

R4.4 R5.4 R6.4 R7.4

軽油(1号、2号）

ロックボルト STD510 L＝3m

Ｈ形鋼支保工 SS400 H-150

生コンクリート 高炉 18-15-20 C＝270以上

② 物価上昇による資機材及び労務単価の増加 ・・・・ ＋２４億円

■原材料費及びエネルギ－コストの世界的な高騰、またコロナ渦から世界経済の回復に伴う需要拡大によって、令和4年時点に比べて建設資材や

労務費の単価が上昇している。

■建設資材価格はR4.4を基準とした場合、コンクリートやロックボルトなどの主要資材の価格が1.09～1.28倍となっている。

■労務単価についても、令和4年度から1.09～1.16倍増加している。

■主に建設資材価格の上昇の影響を受け、改良、トンネル等の工事費の増加が必要となった。

■労務単価の伸び率（R4.4を基準に算出、単価適用都市：豊田市）

○事業費の見直し（国道１５３号伊勢神改良）

■建設資材単価の伸び率（R4.4を基準に算出、単価適用都市：豊田市）

1.09
生コンクリート 高炉
18-15-20 C=270以上

1.23
H型鋼（支保工）
SS400 H-150

1.28
ロックボルト

STD510 L=3m
1.27
軽油 1号、2号

1.00

1.02

1.04

1.06

1.08

1.10

1.12

1.14

1.16

1.18

R4.4 R5.4 R6.4 R7.4

運転手（特殊） 運転手（一般） トンネル特殊工

土木一般世話役 普通作業員

1..09
普通作業員

1.13
土木一般世話役

1.15
運転手（特殊）

1.13
トンネル特殊工

1.16
運転手（一般）
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６．今後の進め方
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○伊勢神地区全線の異常気象時通行規制区間の緩和・解除に向けた具体的な防災対策に着手する。

○東部区間の線形不良箇所は、交通安全上の課題を確認し、引き続き検討する。

○伊勢神改良区間について、事業実施状況に応じ、必要な助言を求めつつ、整備を進める。

東部区間における交通対策の完了

（２）今後の方針

第１回

異常気象時通行規制区間の緩和・解除に向けた対応方針(案)の検討（ＬＰ調査・机上調査）

異常気象時通行規制区間の緩和・解除に向けた対応方針(案)の策定

異常気象時通行規制区間の緩和・解除

東部区間における対応方針(案)の検討及び策定

伊勢神地区の現状と課題

異常気象時通行規制区間の緩和・解除に向けた対応方針(案)の検討

同上（ＬＰ調査・机上調査を踏まえた現地踏査・現地安定度調査 等）

防災対策（伊勢神改良事業・防災要対策箇所）の実施・完了

対策完了後の現地確認・効果確認・安全性の判断

第３回

第２回

令和2年3月10日

令和3年3月4日

令和4年12月16日

第４回

令和８年 1月２３日

同上（中間報告）


